
1 嬉野市定例記者会見

駐日ローマ教皇庁大使館

ジョセフ・チェノットゥ駐日教皇大使表敬訪問について

今年６回目となるローマ教皇へのうれしの茶の贈呈を前に、東京のローマ教皇大使館

のチェノットゥ大使を表敬訪問いたします。

大使へもローマ教皇に贈呈致します新茶と同じものをお持ちして、是非ご賞味いた

だけるようＰＲをして参ります。

１ 日 時 ７月１０日(火) １６:１５から

２ 場 所 東京千代田区三番町 ローマ教皇庁大使館

３ 訪問者 嬉野市長

ローマ教皇へは、毎年、「うれしの茶」、「うれしの紅茶」、「肥前吉田焼の茶器セット」

を贈呈しております。

秋ごろ、送るための出発式を茶の生産地で行う予定です。

昨年送ったものです。
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問い合わせ先 総務企画部総務課 電話 0954-66-9111
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「このまちの未来を語ろう、村上市長ふれあいトーク」

の日程について

先月発表した「ふれあいトーク」の７月末までの日程が決まりました。

市長自ら地域に出向いて、地域の課題を把握し、本市の未来を市民と共に作り上げてい

くため、市内の行政区を回る「ふれあいトーク」を実施します。６月２８日の真崎公民館

から下記の日程で行います。

時間は、午後７時３０分から午後９時の１時間３０分をめどとしています。

実施日 対象行政区 場 所

1 6月 28日(木) 真崎 真崎区公民館

2 6月 29日(金) 内野内野山 内野生活研修センター

3 7月 3日(火) 三坂 三坂公民館

4 7月 4日(水) 今寺 今寺公民館

5 7月 5日(木) 中久間 中久間公民館

6 7月 6日(金) 南上・南下・万才・角ノ谷

大草野辺田・五代・長谷

大草野研修センター

7 7月 12日(木) 牛坂 牛坂公民館

8 7月 13日(金) 福富 福富公民館

9 7月 1７日(火) 大野原 大野原コミュニティセンター

10 7月 18日(水) 光武 光武公民館

11 7月 19日(木) 納戸料 納戸料公民館

12 7月 20日(金)
20:00～

温泉 1・2・3・4区 温泉区公民館

13 7月 2３日(月) 下岩屋 1・2・3区 下岩屋公民館

14 7月 24日(火) 上吉田 岩ノ下公民館

15 7月 25日(水) 井手川内 井手川内公民館

16 7月 27日(金) 下不動・中不動 不動ふれあい体育館

17 7月 30日(月) 鳥坂・下童・石垣・新村・三ケ崎 三ケ崎公民館

18 7月 31日(火) 美野辺田・南・谷・熊野 美野辺田公民館
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問い合わせ先 総務企画部総務課 電話 0954-66-9111
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第２次嬉野市総合計画「歓声が響き合う嬉野市」

の策定について

「歓声が響き合う嬉野市」 ～未来へ輝き続けるふるさと～ を嬉野市の将来像として

市の最上位計画である総合計画を策定しました。

１ 計画期間

・基本構想 2018年度(平成 30年度)から 2025年度までの８年間
・基本計画 前期 2018年度(平成 30年度)から 2021年度までの４年間

後期 2022年度から 2025年度までの４年間
・実施計画 ３ヶ年の短期計画で毎年度見直しを行います。

２ 今回の計画の特徴

基本計画の中に、「一人ひとりの役割」、「地域・団体・企業の役割」、「行政の役割」

を明記しているように、市民をはじめ、さまざまな分野に人たちが、それぞれの立場

を活かし、ともに助け、ともに動き、ともに創るという考え方に基づき、将来像に掲

げる「歓声が響き合う 嬉野市」を実現していこうという計画となっています。

また、総合計画策定の過程において、嬉野市民と嬉野・塩田両高校生とが嬉野市の

まちづくりについて語り合う「嬉野未来カフェ」を開催したところ、参加者から「初

めていっしょに話し合う場ができた」と好評を得ることができ、今後のまちづくりを

進めていく中で、子どもから大人までいっしょに行動を起こしていくような広がりが

できることを期待しています。

３ 策定の過程

総合計画審議会で協議していただき、５月２１日に答申をいただきました。その後

嬉野市議会基本条例の規定に基づき６月定例市議会へ提案し可決されました。

第２次総合計画概要版を添えております。

問い合わせ先 総務企画部 企画政策課 電話 0954-66-9117
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４つの福祉計画について

１ 第 2次嬉野市地域福祉計画（平成 30 年度～平成 34 年度 5 年間）

本市では、高齢者、障がい者、子育て世代など、支援を必要としている市民誰もが

住み慣れた地域で、安心してその人らしい自立した生活が送れるよう、平成 24 年に「第

1次嬉野市地域福祉計画」を策定し、地域全体で支える仕組みをつくり、地域福祉施

策を推進してきましたが、福祉に関するニーズや問題の複雑化、多様化を踏まえ、本

計画の見直しを行い、新たな「第 2次嬉野市地域福祉計画」を策定しました。

２ 嬉野市高齢者保健福祉計画（平成 30 年度～平成 32 年度 3 年間）

本市では、平成 27 年度～29 年度を計画年度とする「嬉野市高齢者福祉計画」の基

づき、『生涯を通じて健康でいきいきと暮らせる福祉のまち』を目指した高齢者施策に

取り組んできたところです。この計画は、3 年ごとの見直しが定められた法定計画で

あることから、今般の介護保険制度等の改正や本市における高齢者福祉行政を取り巻

く状況の変化や高齢社会における諸問題に対応するため、計画の見直しをする必要が

ありました。

本市に暮らす高齢者が住み慣れた地域の中でいつまでも安心して暮らしていける地

域社会の実現に向け、市民・事業者・行政が協働して高齢者の保健・福祉サービスを

総合的に展開していくための指針となる計画を見直し、新たに平成 30 年度を計画初年

度とする「嬉野市高齢者保健福祉計画」を策定するものです。

３ 第 3次嬉野市障がい者福祉計画（平成 30 年度～平成 35 年度 6年間）

近年、我が国においては、

「発達障害者支援法」「障害者自立支援法」「教育基本法」「障害者基本法」

「バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）」

「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」

の改正、制定や

「障害者の権利の関する条約（障害者権利条約）」の批准などがなされ、障がいがある

人をめぐる環境が大きく変化してきました。

本市においては、障害者基本法に基づく「嬉野市障がい者福祉計画」の第 1 次計画

（平成 20 年度～24 年度）、第 2次計画（平成 25 年度～29 年度）により、障がい者施

策を推進してきましたが、この計画期間の満了と、国の制度改正や県の施策動向をは

じめとした本市の障がいのある人を取り巻く環境の変化を踏まえ、「第 3次嬉野市障が

い者福祉計画」を策定し、障がい者施策の一層の推進を図ります。
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４ 第 5 期嬉野市障がい福祉計画【第 1期障がい児福祉計画】（30 年度～平成 32 年度 3

年間）

本市においては、障害者自立支援法（平成 25 年度以降は障害者総合支援法）に基づ

く「嬉野市障がい福祉計画」の第 1期計画（平成 19 年度～20 年度）、第 2期計画（平

成 21 年度～23 年度）、第 3期計画（平成 24 年度～26 年度）、第 4期計画（平成 27 年

度～29 年度）により、障がい者施策の推進並びに障がいのある人や障がいのある子ど

もを支援するサービスの充実を図ってきました。

第 4期計画の満了と、国の制度改正や県の施策動向をはじめとした嬉野市の障がい

のある人や障がいのある子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、「第 5期嬉野市障がい

福祉計画および第 1期障がい児福祉計画」を策定し、嬉野市における障がいのある人

や障がいのある子どもを支援するサービスの充実を図ります。

○各計画の位置づけ

「嬉野市地域福祉計画」は、「嬉野市総合計画」を上位計画とした計画であり、高齢者

福祉、児童福祉・子育て支援、障がい福祉等、他の福祉分野における行政計画（嬉野市

子ども・子育て支援事業計画、嬉野市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、嬉野市

障がい者福祉計画、嬉野市障がい福祉計画・障がい児福祉計画）との整合性・連携を図

りながら、地域住民主体のまちづくりや幅広い地域住民の参加を基本として、市民の生

活全般にわたる福祉向上を図ることを目標としています。

「嬉野市高齢者保健福祉計画」は、老人福祉法第 20 条の 8の規定に基づく「市町村老

人福祉計画」として位置づけられるものです。嬉野市では、「高齢者福祉計画」と一体的

に高齢者の保健に関する取り組みについても計画化するという観点から、「高齢者保健福

祉計画」として策定するものです。なお、杵藤地区広域市町村圏組合が広域の計画とし

て策定する「介護保険事業計画」は、介護保険法第 117 条第 1 項の規定に基づく「市町

村介護保険事業計画」として位置づけられるものです。

「嬉野市障がい者福祉計画」は、「障害基本法」第 11 条第 3 項に定める「市町村障害

者計画」です。本計画では、障がいのある人の自立および社会参加の支援などについて

の施策の基本理念と基本目標を定めるとともに、求められる各施策の基本的な事項を定

めます。

「嬉野市障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条に基づくもので、障がい福祉

サービスの確保に関し、また、「嬉野市障がい児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20

に基づくもので、障がい児の福祉サービスなどの確保に関する実施計画になります。

※ 各計画の概要版を添えております。

問い合わせ先 市民福祉部福祉課 電話 0954-42-3306
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広川原(ひろこうら)キャンプ場の予約状況について

嬉野市営広川原キャンプ場の夏休み期間までの予約状況をお知らせします。

１ 営業日

４月２８日～１０月下旬の土・日・祝日(ただし、ゴールデンウィークおよび夏休み期
間は毎日)
チェックイン １５時 チェックアウト 翌日の１１時

予約専用電話(嬉野市役所 農林課) 0954-68-0200

※ 詳しくは嬉野市のホームページをご覧いただくか農林課へお問い合わせ下さい。
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標高 500ｍ程の所にある湖のほとりにあるキャンプ場で、夏でも涼しいところです。
自動車で７分程行けば春日渓谷があり避暑地として大変好評を得ております。

問い合わせ先 産業建設部 農林課 電話 0954-66-9119
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校長先生の知恵袋事業プレゼンテーションについて

「児童生徒の学力向上」、「体験活動の充実」、「特色ある学校づくり」の３つの目的の達

成に向けて、校長の創意工夫による学校独自の取り組みを推進させ、児童生徒や保護者に

とって魅力ある行きたい（行かせたい）学校づくりを目指し、今年度も知恵袋事業として

校長先生によるプレゼンテーションを実施し、予算の配分を行います。

プレゼンテーション

１ 日 時 ７月５日（木）13 時 15 分～16 時 30 分

２ 場 所 嬉野市役所塩田庁舎 3－2会議室

３ プレゼンター 市内小中学校長 11 名

４ 予算額 ２百万円

塩田小学校マリーゴールド贈呈式について

今年も塩田小学校の 3年生全員で、総合的な学習の時間を利用し、「お世話になっている

地域の方々に感謝の気持ちを伝えよう」と、４月から丹精込め作り上げたマリーゴールド

を、市役所を始め駐在所や保育園など 7カ所に贈呈いたします。

マリーゴールド贈呈式

１ 日 時 ７月６日（金）10 時 40 分

２ 場 所 嬉野市役所塩田庁舎

３ 贈呈箇所 嬉野市役所塩田庁舎、塩田公民館、社会福祉協議会、塩田警察官駐在所、

りすの森保育園、塩田幼稚園、みのり保育園

問い合わせ先 教育部学校教育課 電話 0954-66-9128
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問い合わせ先 教育部教育総務課 電話 0954-66-9124


